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第１ はじめに 

 １ 避難退域時検査は、住民らが放射性物質に汚染されていないか否

かを検査し、早期に除染・治療へとつなげるために不可欠な措置で

ある。 

 ２⑴ しかし、避難退域時検査の基準は、厳格な管理がなされている

放射線管理区域から物品を持ち出す基準の３０倍もの汚染を基準

とするものであって、大量の被曝を許容してしまっている。これ

では、住民らの被ばくを見逃し、適切な除染・治療を行うことが

できず、汚染の拡大にもつながるのであって、著しい過誤・欠落

が認められる。そもそも同基準は、住民らの被ばく量や被ばくに

よる健康影響を考慮することなく規定されたものであり、その点

でも著しい過誤・欠落が認められる。（詳細は「第３」） 

  ⑵ また、避難退域時検査の対象について、茨城県はＵＰＺ住民に

限定しているところ、ＰＡＺの住民やＵＰＺ外の住民であっても

５ｋｍ以内にある原発からの汚染（ＰＡＺ住民）やプルームによ

る汚染（ＵＰＺ外住民）に晒される可能性は十分にある。これら

の住民らに対する避難退域時検査の規定の欠落は、汚染された住

民らが適切な除染・治療を受ける機会を将来にわたって奪うもの

であり、著しい過誤・欠落が認められる。（詳細は「第４」） 

  ⑶ 避難退域時検査の資機材、人員は全くといっていいほど準備さ

れていない。茨城県では２４時間体制も想定されていない。これ

では、避難退域時検査を実現できる体制は全く整っておらず、検

査を実現することは不可能であり、著しい過誤・欠落が認められ

る。（詳細は「第５」） 
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  ⑷ さらに避難退域時検査に要する時間を算定したところ、数日間

から数十日間もの長期間を要する。この算定では、渋滞も考慮し

ておらず、複合災害による避難経路の損壊・寸断も考慮しておら

ず、これらが発生すれば本件避難計画はたちまち破綻する。避難

退域時検査をすると、住民らは避難（数時間以内）・一時移転（一

週間程度以内）をすることはできないのであり、著しい過誤・欠

落が認められる。（詳細は「第６」） 

  ⑸ 避難退域時検査の方法については、車両の検査によって人の検

査に代える方法では、各人の放射性物質の付着・吸入を見逃すこ

とになり、避難退域時検査の目的に反し、人の生命、身体の保護

（原子力災害対策特別措置法１条）を蔑ろにすることになる。 

    また、車両のタイヤを検査するゲート型モニタが機能するため

の環境は、原発事故時に想定される放射線量よりも低い放射線量

の環境でなければ機能しない可能性が十分にあるため、原発事故

時にゲート型モニタが機能しない事態が大いに生じうる。 

    正確な検査、迅速な避難のいずれも、住民らの生命、身体を保

護するためには必要であり、いずれかを犠牲にすることはできな

い。これらが相反する避難退域時検査は、住民らの生命、身体の

保護をいずれの点からも妨げるものである。（詳細は「第７」） 

 ３ このような状態で避難退域時検査を実施すれば、資機材・人員も

確保されていないため住民らは避難退域時検査を受けられず、放射

性物質が付着・吸入したままの状態で避難先へ進むか、あるいは、

避難することを許されず足止めをされることになるだろう。 

   つまり、検査による被ばくの低減、除染・治療もできず、他方、

迅速に避難・一時移転をすることもできない。住民を被ばくから防

護せず、むしろ被ばくを強いる計画である。 
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   根本的な問題は、本件原発が立地審査を経ずに人口密集地帯に立

地したことにある。本件原発周辺は約９２万人もの全国一の人口を

抱えている。ＵＰＺの一部の住民が避難するだけでも、数万人単位

の大量の車両・人が移動し、避難退域時検査に殺到する。この事態

に対処するには、余ほど綿密な計画が必要であるものの、現状は著

しい過誤・欠落だらけである。 

 

第２ 避難退域時検査の概要 

 １ 避難退域時検査とは 

   避難退域時検査とは、「国からの指示に基づき、避難や一時移転を

行う住民等に対し、除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認

する検査」をいう（甲Ｇ４１４・７頁）。 

   避難退域時検査の結果を踏まえ、除染（簡易な方法による除染

（以下「簡易除染」という。）を含む。）を行うとともに、甲状腺の

被ばく線量を推定するために行う測定（以下「甲状腺被ばく線量モ

ニタリング」という。）をその対象とする者に対して実施しなければ

ならないと規定されている（甲Ｇ４１４・７頁）。 

 ２ 避難退域時検査の目的 

   避難退域時検査の目的は、原子力災害対策指針によると、「避難退

域時検査による汚染程度の把握は、表面汚染からの吸入及び経口摂

取による内部被ばくの抑制及び皮膚被ばくの低減、汚染の拡大防止

を適切に実施するためには不可欠であり、住民等の避難や一時移転

（放射性物質が放出される前に予防的に避難する場合を除く。）を円

滑に行うためにも、また医療行為を円滑に行うためにも実施しなけ

https://drive.google.com/open?id=1wrjYdGhmqCs5SanOPyQY-v_5UaLRB7Wk&usp=drive_fs
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ればならない。」と規定されている（甲Ｇ４１４・２７頁）。 

 ３ 実施主体 

   避難退域時検査の実施主体については、国からの指示に基づき、

「立地道府県等」 1が行うとされている（甲Ｇ４１４・２７頁）。 

   「立地道府県等」は、「避難退域時検査及び簡易除染並びに甲状腺

被ばく線量モニタリングに関しては、緊急時に多数の要員や資機材

を必要とすることから、平時から緊急対応体制を構築すること。」が

求められている（甲Ｇ４１４・１６頁）。 

 ４ 実施場所 

   避難退域時検査の実施場所については、「可能な限りバックグラウ

ンドの値が低いところであって、住民等の円滑な避難や一時移転の

妨げとならない場所が望ましく、具体的には、原子力災害対策重点

区域の境界周辺から避難所等までの避難経路上又はその近傍の適所

を選定する。」とされている（甲Ｇ４１４・２８頁）。 

 ５ 検査の方法 

   避難退域時検査の方法は、次のとおりとされている。 

「 （ⅰ）検査の方法  

自家用車やバス等の車両を利用して避難等をする住民等の検 

査は、乗員の検査の代用として、まず車両の検査を行い、結果が

車両や携行物品の除染を講ずるための基準（以下「物品等の除染

の基準」 2 という。）を超える場合には、乗員の代表者（避難行動

 
1 原子力災害対策指針にいう「立地道府県等」とは、「原子力災害対策重点区域内

の道府県」を指す（甲Ｇ４１４・１５頁）。 
2 物品等の除染の基準について、原子力災害対策指針によると、「物品等の除染の

基準は、４０，０００cpm（β線）とする。当該値は、我が国において広く用い

られているβ線の入射窓面積が２０㎠の検出器を利用して当該物品等の表面から数

https://drive.google.com/open?id=1wrjYdGhmqCs5SanOPyQY-v_5UaLRB7Wk&usp=drive_fs
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が同様の行動をとった集団のうちの１名）に対して検査を行う。

この代表者がＯＩＬ４ 3 を超える場合には、乗員の全員に対して

検査を行う。 

     携行物品の検査は、これを携行している住民等がＯＩＬ４を

超える場合にのみ検査を行う。」（甲Ｇ４１４・２８頁） 

 ６ 簡易除染の方法、基準（ＯＩＬ４、物品等の除染の基準） 

   避難退域時検査の結果を踏まえて行われる簡易除染の方法は、次

のとおりとされている。 

   「（ⅱ）簡易除染の方法  

     検査の結果、ＯＩＬ４を超える住民等、物品等の除染の基準 4

を超える車両及び携行物品には簡易除染を行う。簡易除染の方

法は、拭き取りや着替えにより行うことを基本とする。 

     簡易除染によってもＯＩＬ４を超える住民等は除染が行える

拠点病院等の機関で除染や必要な措置を行う。また、簡易除染

によっても物品等の除染の基準を超える車両や携行物品は検査

場所で一時保管等の措置を行う。」（甲Ｇ４１４・２８頁） 

 
㎝で測定した場合の計数率であり、表面汚染密度は約１２０Bq／㎠相当となる。

他の検出器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度から入射窓面積や検出

効率を勘案した計数率を求める必要がある。」（甲Ｇ４１４・２８頁）とされてい

る。  
3 OIL４は、「β線：40,000 cpm※３  （皮膚から数㎝での検出器の計数率）」とさ

れ、１か月後の値として「β線：13,000cpm※４【１か月後の値】（皮膚から数㎝

での検出器の計数率）」とされている（甲Ｇ４１４・７０頁）。 
なお、「※３」は、「  我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20
㎠の検出器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約 120Bq／㎠相当と

なる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度から入射窓面積

や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。」であり、「※４  」は「※３と

同様、表面汚染密度は約 40Bq／㎠相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、

計数率の換算が必要である。」である。（甲Ｇ４１４・７１頁） 
4  
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 ７ 具体的な実施方法のマニュアル 

   避難退域時検査の具体的な実施方法については、内閣府（原子力

防災担当）及び原子力規制庁による「原子力災害時における避難退

域時検査及び簡易除染マニュアル」（令和４年９月２８日付・甲Ｇ４

１５）と、内閣府（原子力防災担当）による「避難退域時検査等に

おける資機材の展開及び運用の手引き（令和４年５月）」（甲Ｇ４１

６）に記載されている。 

   避難退域時検査の全体の配置例は次の図のとおりである（甲Ｇ４

１６・ 「2.1．運用の手引き〜車両・住民誘導班要員配置」１／１）。 

 

（甲Ｇ４１６・「2.1．運用の手引き〜車両・住民誘導班要員配置」１／

１） 

   車両を検査するゲート型モニタの配置例（次の図の「③」）は、次

の図のとおりである（甲Ｇ４１６・「１．３．展開の手引き ～車両

指定箇所検査場～」１／２）。 

https://drive.google.com/open?id=1ZySp32LSuf68xpzEN1YBC1_orbwpxk0k&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ZySp32LSuf68xpzEN1YBC1_orbwpxk0k&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yNpFv7IzaJTDV9DXPvnwrw4pUpQMVpTz&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yNpFv7IzaJTDV9DXPvnwrw4pUpQMVpTz&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1D4uZwPCGWaUlnHqU_Iz9Y6jWHidvn9fc&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４１６・ 「１．３．展開の手引き ～車両指定箇所検査場～」１／

２） 

 

第３ 避難退域時検査の基準 

 １ β線４０，０００cpm、表面汚染密度は約１２０㏃/㎠ 

   β線４０，０００cpm 5は、内閣府の上記マニュアルによると、「我

が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が２０㎠の検出

器を利用した場合の計数率であり、表面汚染密度は約１２０㏃/㎠と

なる。」「また、ＯＩＬ４の基準の値であるβ線１３，０００cpm【１

か月後】は、上記と同様に、表面汚染密度は約４０㏃/㎠相当となり、

計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要である。」（甲

Ｇ４１５・８頁）と説明されている。 

 
5 ｃｐｍは、count per minute の略。１分間に計測される放射線の数。  
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 ２ 放射線管理区域との比較 

   表面汚染密度約１２０㏃/㎠は、放射線管理区域から物品を持ち出

す基準と比較すると、避難退域時検査では極めて高い濃度の放射線

を基準としてしまっていることが分かりやすい。以下述べる。 

  ⑴ 放射線管理区域 

    放射線管理区域とは、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）及び労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十

八号）の規定に基づき、並びに同法を実施するために規定された

電離放射線障害防止規則（昭和四十七年九月三十日労働省令第四

十一号）において，「３カ月間の被曝が１．３ミリシーベルト」

（同規則３条１項１号），つまり，単位時間あたり０．６マイクロ

シーベルトを超えるおそれのある場所を「放射線管理区域」と規

定されている。 

  ⑵ 物品の持ち出しの基準 

    放射線管理区域からの物品の持ち出しについて，電離放射線障

害防止規則３３条２項本文は「事業者及び労働者は、前項の検査

により、当該物品が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えて汚

染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはなら

ない。」と定める。 

    別表第三は次のとおり定める。これを基にすると，持ち出し限

度は，その「十分の一」，すなわち，アルファ線を放出する放射性

同位元素 6の場合は０．４Ｂｑ／ｃｍ２，アルファ線を放出しない

放射性同位元素 7の場合は４Ｂｑ／ｃｍ２である。 

 
6 例えば，プルトニウム２３８，２３９，２４０がアルファ線を放出する。 
7 例えば，セシウム１３４，１３７はアルファ線を放出しない。 
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別表第三 表面汚染に関する限度 

区分 限 度 

（Ｂｑ／ｃｍ２） 

アルファ線を放出する放射性同位元素 ４ 

アルファ線を放出しない放射性同位元素 ４０ 

    つまり、労働安全衛生法及びそれに基づく電離放射線障害防止

規則によると、β線の表面汚染密度４㏃/㎠以下でなければ放射線

管理区域から物品を持ち出せないのである。 

  ⑶ 京都大学原子炉実験所元助教小出裕章氏 

    放射線管理区域では厳格に放射線管理されていたことについて，

元京都大学原子炉実験所助教の小出裕章氏は，次のとおり述べて

いる。 

    「放射能を取り扱おうと思えば、日本国では放射線管理区域で

しか取り扱ってはいけないという法律があって、その法律に従っ

て、私は４０数年間ずっと生きてきました。自分の被曝も少なく

しよう、他人を被曝させないようにしよう、放射能を管理区域の

外側に持ち出して汚染しないようにしよう、と細心の注意を払っ

て生きてきた人間です。では、放射線管理区域からどれだけの汚

染なら持ち出していいのか。１平方メートルあたり４万ベクレル

以上汚れているものは絶対に持ち出すな、というのがこれまでの

法律だったのです。しかし、この青い部分（引用者注：下図の青

い部分（福島第一原発事故で放出された放射性物質による汚染状

況を示した図））は１平方メートルあたり６万ベクレルを超えてい

ます。しかも、大地が汚れているのです。何かのゴミが放射能で

汚れていた、私の衣服が汚れていた、というのではなく、大地全

部が放射線管理区域の基準以上に汚れているのです。私には想像
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もできないことです。放射線管理区域に入ったら水を飲んでも、

食べ物を食べてもいけない、寝てもいけないのです。管理区域の

中にはトイレもないから、排泄もできない。でも、今はこうした

本来であれば放射線管理区域にしなければいけない場所に、人々

が捨てられているのです。赤ん坊も子どもも含めてそこで生きて

いる。ご飯も食べるし、水も飲み、そこで寝る、ということを今

現在も続けている、という状態になってしまっている。この状態

をどう考えれば良いのか私にもわからない、というほどひどいこ

とが今起きているのです。」（甲Ｇ４１７・９頁） 

 

https://drive.google.com/open?id=1UIrhs3Ca2XVTNcyjcTPk4UrHSmUbatBz&usp=drive_fs
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  ⑷ 放射線管理区域内の防護装備 

    放射線管理区域内の防護装備は、例えば東海再処理施設におい

てはグリーン区域（線量率１２．５μ㏜／ｈ以下）、アンバー区域

（同５００μ㏜／ｈ以下）、レッド区域（同５００μ㏜／ｈ超）と

されている（甲Ｇ４１８・４頁）。 

 

（甲Ｇ４１８・４頁） 

    原子力災害対策指針で、住民らが数時間以内に避難をすると規

定されているＯＩＬ１（毎時５００μ㏜）は、アンバー区域の上

限、レッド区域に相当する。住民らが一週間程度以内に一時移転

をすると規定されているＯＩＬ２（毎時２０μ㏜）は、アンバー

区域に相当する。 

    レッド区域の装備は明らかではないが、アンバー区域の汚染の

可能性がある場合は、下写真のとおり、半面（鼻と口を覆う）マ

スク、帽子、カバーオール、靴下、綿手袋＋ゴム手袋、管理区域

専用靴とされている（甲Ｇ４１８・１４頁）。つまり、汚染の可能

性がある場合は半面マスクが必要なのである。住民らが避難また

は一時移転をする環境は、アンバー区域以上の厳重な装備（顔の

全部を覆う全面マスクなど）が必要な環境である。 

https://drive.google.com/open?id=17y_ncwrDOqAoxwzslwzyiXU1Mdb_Mzby&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４１８・１４頁） 

    原子力災害対策指針、本件避難計画では、本来であればこれほ

どの厳重な防護装備が必要となる汚染環境で、乳幼児、児童を含

む全ての住民らが何の防護装備もなく、屋外を移動し、何時間も

待って避難退域時検査を受け、数十キロから１００ｋｍ超もの長

距離を避難することが求められている。住民らを放射線から守る

ことを想定していない極めて不合理な計画である。 

  ⑸ 避難退域時検査の基準 表面汚染密度約１２０㏃/㎠ 

    避難退域時検査の基準である表面汚染密度は、約１２０㏃/㎠で

ある。約１２０㏃/㎠の汚染が全てα線を放出しない放射性同位元

素によるものとすると（福島第一原発事故時に大量に放出された

セシウム１３７、セシウム１３４、ヨウ素１３１はα線を放出し

ない放射性同位元素。）、これは放射線管理区域から物品を持ち出

せる基準（４㏃/㎠以下）の３０倍もの汚染を許容するものである。 

  ⑹ 小括 

    つまり、避難退域時検査の基準値は、厳格な管理がなされてい

る放射線管理区域から物品を持ち出す基準の３０倍もの汚染を基

準とするものであって、あまりに大量の被ばくを許容してしまっ
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ており、被ばくの低減、汚染の拡大防止に資するとはいえない。 

    これでは、住民らの被ばくを見逃し、適切な除染・治療を行う

ことができず、汚染の拡大にもつながるのであって、著しい過

誤・欠落が認められる。 

 ３ 住民の被ばく量を考慮した基準ではない 

   β線４０，０００ｃｐｍという避難退域時検査の基準（ＯＩＬ４）

について、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、２０２４

年３月、「原子力災害時における避難退域時検査と除染基準に関する

調査と考察」（甲Ｇ４１９）において、次のとおり愕然とする内容を

指摘している。 

   「 ①福島第一原発事故当初に用いられたＯＩＬ４＝１３，００

０ｃｐｍという基準は、どのような科学的基準に基づき導

出されたのか？ 

     ②現行の基準であるＯＩＬ４＝４０，０００ｃｐｍという値

は、福島第一原発事故の経験等をどのように反映させたの

か？ 

     ③ＯＩＬ４＝４０，０００ｃｐｍという単一の基準によって、

上記のⅰ）～ⅳ）の目的 8をすべて達成することができるの

か？ 

    上記の検討課題に関する系統的かつ詳細な説明や記述は、原子

力規制委員会や内閣府（原子力防災担当）といった原子力防災の

所掌府庁から公表・刊行されている公式文書には見受けられない。

 
8 「上記のⅰ）～ⅳ）の目的」とは、原子力災害対策指針が避難退域時検査の目的

として規定する、ⅰ）表面汚染からの吸入摂取による内部被ばくの抑制、ⅱ）表面

汚染からの経口摂取による内部被ばくの抑制、ⅲ）皮膚被ばくの低減、ⅳ）汚染の

拡大防止を指す。 

https://drive.google.com/open?id=1L6ZvtwEGRvk7XHuddLfRR9LPCv6RLfV9&usp=drive_fs
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また、原子力防災や被ばく線量評価の専門家でさえも経緯や導出

方法など全体に亘って詳細に説明できる人はほとんどいないこと

を認識した。」（甲Ｇ４１９・２０頁、２１頁） 

   この記載を前提にすると、β線４０，０００ｃｐｍという避難退

域時検査の基準（ＯＩＬ４）は、４０，０００ｃｐｍが計測された

場合に住民らの被ばく量がどのくらいになるかや、被ばくによる健

康影響はどの程度であるかを検討することなく定められた基準であ

るということになる。 

   避難退域時検査の目的が内部被ばくの抑制、被ばくの低減、医療

行為の円滑な実施にあること（甲Ｇ４１４・２７頁）に照らすと、

避難退域時検査の基準は住民らの被ばく量や被ばくによる健康影響

を考慮したものでなければ意味をなさない。 

   つまり、上記記載を前提にすると、避難退域時検査の基準（ＯＩ

Ｌ４）は、避難退域時検査の目的（内部被ばくの抑制、被ばくの低

減、医療行為の円滑な実施（甲Ｇ４１４・２７頁））を達するもので

もなく、なぜβ線４０，０００ｃｐｍでなければならないのかの根

拠が不明であるというあまりにずさんな基準であり、著しい過誤欠

落である。 

 ４ 小括 

   避難退域時検査の基準は、避難退域時検査の基準値は、放射線管

理区域から物品を持ち出す基準と比較しても、住民らの被ばくを見

逃し、適切な除染・治療を行うことができず、汚染の拡大にもつな

がるのであって、著しい過誤・欠落が認められる。 

   また、そもそも同基準は、住民らの被ばく量や被ばくによる健康

影響を考慮することなく規定されたものであり、その点でも著しい
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過誤・欠落が認められる。 

 

第４ ＰＡＺの住民、ＵＰＺ外の住民についての規定の欠落 

 １ 茨城県 ＵＰＺから避難した住民のみを対象 

茨城県の「原子力災害に備えた茨城県広域避難計画」（甲Ｇ３４

０・令和５年５月）では、ＵＰＺについてのみ、「避難した住民に放

射性物質が付着しているかどうかを検査し、移動に問題がないこと

を確認するため、避難退域時検査を実施するものとする。」（甲Ｇ３

４０・２２頁）と規定している。つまり、ＰＡＺの住民、ＵＰＺ外

の住民については、避難退域時検査の規定がなされていない。 

   茨城県のホームページ（甲Ｇ４２０）でも、「一時移転などの指示

のあったＵＰＺにお住まいの方」と記載されており、ＰＡＺの住民

やＵＰＺ外の住民については対象とされていない。 

 ２ 対象とされていない住民の被ばく汚染検査・除染の必要性 

⑴  ＰＡＺに残留している住民 

    ＰＡＺの住民６４,４５１人は、原則として放射性物質放出前に

避難するとされているものの、渋滞や道路寸断、自力での避難は

困難等の様々な事情で放射性物質放出前に避難することができる

とは限らない。自宅にとどまらざるを得ない人々も生じることが

十分ありうる。 

    避難できないままに放射性物質が放出されてしまえば、ＰＡＺ

の住民であっても、放射性物質が付着したり、放射性物質を体内

に取り込んだりといった事態が生じる。 

    特にＰＡＺは、原発から約５㎞であり、原発近傍で高濃度汚染

https://drive.google.com/open?id=1ZM4EOXjd6pzx5YZtoRIuaUbYlHyFlBQq&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ZM4EOXjd6pzx5YZtoRIuaUbYlHyFlBQq&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1OvSXUwVtI-civifJy1SSBD04O5JsKyYt&usp=drive_fs
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地域になる可能性が高いからこそ、原則として避難することとさ

れている区域である。 

    したがって、ＰＡＺの住民で、放射性物質放出前に避難できな

かった住民は、より放射性物質の付着・体内への取り込みの恐れ

が大きいため、避難退域時検査を行うとする今の枠組みを前提と

すると、放射性物質の汚染の程度を確認する避難退域時検査は不

可欠である。直ちに検査し、除染・治療の必要性を見極めなけれ

ばならない。 

⑵  ＵＰＺ内に残留する住民及びＵＰＺ外の住民 

    ＵＰＺ内で避難・一時移転が指示されなかった地域でも、住民

はプルーム通過によって吸入摂取、体表面汚染、不注意による経

口摂取（例：指先で口に触れる等）による内部被ばく・外部被ば

くの危険がある。プルーム通過時に放射線防護施設に屋内退避で

きればよいが、放射線防護施設はＵＰＺ内に住民分は十分用意さ

れていない。圧倒的多数の住民が自宅での屋内退避を余儀なくさ

れるが、家屋の隙間を防ぐなどにより密閉して、エアコン・換気

扇などを完全に停止してもなお被ばくは免れない。地震による原

発事故時には、家屋の一部損傷が生じるだけで隙間が生じれば放

射性物質は屋内に入り込む。地震による原発事故時には、家屋倒

壊による生命、身体への危険、倒壊の恐怖によって屋内退避をす

ることが危険であり、実行できないことは、控訴審準備書面

（８）等で主張したとおりである。 

    ＵＰＺ外においても、プルームが３０km 圏外に及んで到達した

場合は同様の被ばくリスクがある。 

福島第一原発事故時の飯舘村は、同原発から４０㎞～５０㎞ほど
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離れていたものの、プルームが到達し高濃度に汚染されたために避

難指示区域に指定され、現在でも一部の地域は帰還困難区域（区域

の出入り口にバリケードが立てられ、許可なく立ち入ることができ

ない。）に指定されたままである。 

    このようにＵＰＺ内で避難・一時退避が指示されなかった地域

及びＵＰＺ外の住民であってもプルームが到達した地域は、放射

性物質による汚染の程度を確認する検査・除染は不可欠である。 

    しかし、体表面汚染の検査及び簡易除染は「避難退域時」の検

査としてＵＰＺ内の汚染エリアから脱出（避難・一時移転）する

住民だけを対象にしている。 

 ３ 規定の欠落 

   しかし、茨城県の「原子力災害に備えた茨城県広域避難計画」（甲

Ｇ３４０・令和５年５月）には、ＰＡＺに残留する住民、ＵＰＺ内

及びプルームが及んだＵＰＺ外の住民についての避難退域時検査の

規定は完全に欠落している。 

   これでは高濃度の被ばくをしている可能性のある住民について、

検査記録も残らないため、原発事故直後はもちろんのこと、生涯に

わたって治療、補償等の適切な対応をすることができなくなる。 

   「表面汚染からの吸入及び経口摂取による内部被ばくの抑制及び

皮膚被ばくの低減、汚染の拡大防止」ならびに「医療行為」（甲Ｇ４

１４・２７頁）は、汚染区域から脱出する住民だけに「不可欠」と

いうことではない。避難・一時退避する住民だけを検査対象とする

ことは、汚染区域から外にモノを持ち出す際に「汚染の拡大の防止」

のために検査・簡易除染する発想が反映されており、住民の被ばく

低減・除染という本来の放射線防護の目的からの一貫性を欠く。 
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   このような欠落は、住民被ばくの記録を残さないことで、住民が

治療、補償等の適切な対応を受ける機会を生涯にわたって失わせる

ものであって、看過し難い欠落である。 

第５ 避難退域時検査場所の資機材、人員の準備未了 

 １ 避難退域時検査の実施場所、レーン 

   茨城県は、避難退域時検査の実施場所、レーン等について、下図

のとおり、「避難経路に面する高速道路のサービスエリアや公共施設

をメインの検査場所として２２カ所、また検査の渋滞を緩和するた

めのサブ検査場所１７カ所、合計３９カ所を候補地」としている

（甲Ｇ４２０）。 
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（甲Ｇ４２０） 

   上記実施場所は、本件原発から概ね３０ｋｍ付近に位置し、９６

レーンを候補としている。 

 ２ 調達した資機材は２レーン分のみ 

 茨城県は、上記のとおり、９６レーンを候補としているものの、

現在までに２レーン分のゲートモニターしか調達できてない。実際

の原発事故時に必要とされる状況とはかけ離れている。 

   なお、避難訓練におけるゲートモニターの操作は、ゲートモニタ

ーの開発メーカー（千代田テクノル）が担当している状況であり、

原発事故時の担当者として想定されている者（「検査責任者及び検査

責任者補助は、原則として、地方公共団体の職員で、原子力防災に

関する基礎的な研修を受講した者、基礎的な研修を受講した者と同

等の知識を有する者又は実務経験者等の中から選任する。」（甲Ｇ４

１５・１６頁））は訓練で操作していない。検査責任者及び検査責任

者補助が訓練（しかもわずか１レーンでの訓練）もしていないよう

では、実際の原発事故時には最大で９６レーンものゲートモニター

を操作できないものといえる。 

 ３ 人員を確保できていない 

  ⑴ 茨城県は内閣府が標準とする人数よりも少ない想定 

    茨城県は、上述のとおり、避難退域時検査場所３９か所、９６

レーンを候補としている。また、避難退域時検査場所の要員数を

検査所設置に必要な人員５人以上、かつ１レーン設置に必要な人

員３４人以上の計３９人以上を想定している（甲Ｇ４２１・４

頁）。 

https://drive.google.com/open?id=1fmjxwcMidiZRPVkuKlQOG7pBy3OFF7J2&usp=drive_fs
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    しかし、内閣府・原子力規制庁による「原子力災害時における

避難退域時検査及び簡易除染マニュアル」によると、１会場分は

４４名×３交代制で１会場１３２名を標準としている（甲Ｇ４１

５・１５頁）。 

 

（甲Ｇ４２２） 

    これらを比較すると、茨城県の想定する１会場当たり１レーン

で３４名以上という要員数は、国の標準とする４４名に１０名も

足りず、しかも３交代制も想定していない要員数である。全国で

随一のＵＰＺ内人口８５万人（３０ｋｍ圏内全域では９２万人）

もの住民が居住する東海第二原発の避難退域時検査の要員数とし

ては大幅に不足している上、原発事故時に２４時間体制で機能す

る状態にはない。 

  ⑵ ２４時間３交代の場合の要員数 

    住民は昼夜を問わず、一刻も早く避難をする必要があり、内閣

府・原子力規制庁のマニュアルにあるとおり２４時間体制による

避難退域時検査が不可欠である。 

https://drive.google.com/open?id=16er7T27WubYwQFeHND12lnVw92q5euXf&usp=drive_fs
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    ２４時間３交代の場合の要員数を一審原告らが算定した結果は、

下表のとおりである。例えば、常磐自動車道友部サービスエリア

において２４時間３交代で避難退域時検査をする場合の総要員数

は、内閣府・原子力規制庁による「原子力災害時における避難退

域時検査及び簡易除染マニュアル」（甲Ｇ４１５・１５頁）の標準

に沿って算出すると、６７２名である（下表）。 

    ＵＰＺ全域の住民が避難してメインの検査場所とサブの検査場

所を用いて避難退域時検査を受ける場合の要員数を算出すると、

全部で１万３６５０名が必要になる（下表）。 

    地震による原発事故の場合、地震による被災者の救助や避難所

開設・運営、物資の供給の調整など自然災害への対応と並行して、

原子力災害への対応が必要になり、避難退域時検査所だけでも多

数の人手が必要となる。 
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（甲Ｇ４２３） 

  ⑶ 茨城県「今後の課題」 

    茨城県の「茨城県避難退域時検査及び簡易除染実施マニュア

ル」（甲Ｇ４２１）には、要員数の確保についての記載はなされて

https://drive.google.com/open?id=1MDNEt7hi41Hnj-1k3WqgG6bZtzAQmsi2&usp=drive_fs
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いない。 

    茨城県の「原子力災害に備えた茨城県広域避難計画」（令和５年

５月）には「第９ 今後の課題」として「イ．避難退域時検査体

制」として「・避難退域時検査を実施する要員の確保、資機材の

調達、実施場所の確保等」と記載されている（甲Ｇ３４０・３１

頁）。 

    つまり、茨城県は、要員の確保を「今後の課題」としていると

おり、避難退域時検査場所の人員を確保できていないのである。 

 ４ 小括 

   以上のとおり、避難退域時検査に要する資機材、人員は確保され

ていないのであり、避難退域時検査が実現可能な体制は整備されて

いない。 

 

第６ 避難退域時検査に要する膨大な時間 

 １ 日立市沿岸部（一審被告がシミュレーションで汚染を想定） 

   控訴審準備書面（１５）では、高速道路を通って避難する場合の

避難退域時検査に要する時間を主張した。すなわち。日立市のＵＰ

Ｚの沿岸部の住民約１６万人が乗用車・バス計約５６,０００台で高

速道路を使って避難する場合に、メインの検査場所である「中郷サ

ービスエリア」で避難退域時検査を１台６分で受けるとすると、昼

夜休みなく検査をしたとしても、全ての車両の検査に要する時間は

１，１３３時間、つまり４７日間、サブの検査場所を併せて使って

も１８日間を要することを指摘した。 
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   今回は、高速道路ではなく、代替避難経路である国道２４５号線

の避難経路を使った場合に、同経路上の避難退域時検査場所を用い

た場合を前提に、避難退域時検査時間を算定した。 

   算定に際しての仮定として、一審被告のシミュレーションを前提

とした。同シミュレーションの問題点（セシウムをみると福島第一

原発事故時の約５０００分の１のごくわずかな放出量しか想定して

いないなど。）は、控訴審準備書面（９）、同（１２）で述べたと

おりであるが、ここでは仮に百歩譲って同シミュレーションを前提

としても、避難退域時検査には膨大な時間を要し、住民らの避難を

阻害することについて主張する。 

  ⑴ 一審被告のシミュレーションによっても移転必要 

    一審被告のシミュレーションのうち、下図（甲Ｇ３６６の２・

１８頁の気象条件❶、風下：北方面（日立方面）の図）の結果を

みると、青色部分（毎時２０μ㏜（甲Ｇ３５４・８頁））が日立

市沿岸部を中心に広がっている。 

 

（甲Ｇ３６６の２・１８頁 気象条件❶．風下：北方面（日立方面）） 

    原子力災害対策指針では、毎時２０μ㏜が計測されてから１週

間程度以内に一時移転を実施することとされている（甲Ｇ４１

https://drive.google.com/open?id=13FuAG4l1-QX0zRUYvzZl_iH8xCANL_r3&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=13FuAG4l1-QX0zRUYvzZl_iH8xCANL_r3&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1RcZTrpS2apyhy875gdA0LDgF5ts3DbEN&usp=drive_fs
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４・７０頁「ＯＩＬ２」）ことから、上図の青色部分の地域が１

週間程度以内に一時移転が必要な地域に該当する。 

  ⑵ 算出の前提条件 

    上述の一審被告のシミュレーション結果に基づき、一時移転を

要する区域は本件原発から２３キロメートル付近まで及ぶことを

前提とする。 

    また、避難退域時検査場所について、日立市のＰＡＺ（３地

区）、ＵＰＺ（２０地区）の住民らは、下地図のとおり、３つの

経路（沿岸部を走る国道６号、常磐自動車道（高速道路）、山間

部を走る国道３４９号線）で避難し、その避難経路上にある避難

退域時検査場所（３０ｋｍ付近（下地図の赤色の大きな円））で

避難退域時検査を受けることとされている（甲Ｇ４２４）。 

 

https://drive.google.com/open?id=1SO82mQe1Q0l_VirUmtMQ0UMpRHI8A7Li&usp=drive_fs
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（大沼地区（甲Ｇ４２４）を例示。他の地域も避難退域時検査場所への

経路は同じ３つ。） 

    これを踏まえて、ここでは住民らが３つの経路で分散して、そ

れぞれの経路上にある避難退域時検査場所で検査を受ける場合を

検討する。 

    検査に要する時間は、宮城県の実証実験（甲Ｇ４０７）に基づ

いて、汚染がない場合を仮定して１台６分で計算した。 

    なお、渋滞、複合災害による道路の損壊・寸断は考慮していな

い。さらに、茨城県は避難退域時検査の人員について３交代制を

想定していないため、実際は２４時間の検査は実施されず、一日

８時間が限度であると考えられる。 

  ⑶ 算出結果（メインの避難退域時検査場所を使った場合） 

    ３つの避難経路上にある避難退域時検査場所について、日立市

がメインの避難退域時検査場所とする施設としては、下図のとお

り、沿岸部を走る国道６号線上に高萩市立高萩中学校（１レーン）

（下図⑤）、茨城県立高萩清松高等学校（１レーン）（同⑥）、

常磐自動車道上に中郷サービスエリア（５レーン）（同①）、山

間部を走る国道３４９号線上に里美ふれあい館（３レーン）（同

⑭）がある（甲Ｇ４２４（大沼地区）、レーン数は甲Ｇ４２０

（茨城県ホームページ））。 

https://drive.google.com/open?id=1Fl589T8KV8HPSklDEf_xs_6BHxoa33vJ&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４２４（大沼地区）） 

    日立市で本件原発から２３ｋｍ圏内から住民らが約５万台（甲

Ｇ４０４の「５６００台」から「十王」の台数を除いた台数）の

車両で避難を開始し、常磐自動車道を通って約２万５０００台、

国道６号線を通って約１万台、国道３４９号線を通って約１万５

０００台が避難し（それぞれの避難経路を通る車両台数は避難退

域時検査場所のレーン数に比例させた。）、それぞれメインの避

難退域時検査場所（常磐自動車道は中郷サービスエリア。国道６

号線は高萩市立高萩中学校、茨城県立高萩清松高等学校。国道３

４９号線は里美ふれあい館。）で避難退域時検査を受ける。 

    検査に要する時間は、常磐自動車道上の中郷サービスエリアで

約２１日間（２５０００台×６分÷５レーン＝５００時間（２

０．８３日間））、国道６号線上の高萩市立高萩中学校、茨城県

立高萩清松高等学校で約２１日間（１００００台×６分÷２レー

ン＝５００時間（２０．８３日間））、国道３４９号線上の里美

ふれあい館で約２１日間（１５０００台×６分÷３レーン＝５０

０時間（２０．８３日間））もの長時間を要することとなった。 

https://drive.google.com/open?id=1ZfI2RWBDUwwJaaDqn1x_45adUy64-A_A&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ZfI2RWBDUwwJaaDqn1x_45adUy64-A_A&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４２５） 

 

（甲Ｇ４２５） 

  ⑷ 算出結果（サブの避難退域時検査場所） 

    日立市は、メインの避難退域時検査場所の他に、サブの避難退

域時検査場所も想定している。 

    サブの避難退域時検査場所としては、常磐自動車道上には無

く、沿岸部を走る国道６号線上にサンスポーツランド高萩（２レ

ーン）（下図④）、高萩市リサイクルセンター（３レーン）（同

https://drive.google.com/open?id=1kbyXzE1E5uRHQz5HYbTxmBHFVia5hUtj&usp=drive_fs
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③）、山間部を走る国道３４９号線上に里美文化センター（２レ

ーン）（同⑮）がある（甲Ｇ４２４（大沼地区）、レーン数は甲

Ｇ４２０（茨城県ホームページ））。 

 

（甲Ｇ４２４（大沼地区）） 

    そこでメインの避難退域時検査場所に加えてサブの避難退域時

検査場所も併せて開設した場合に避難退域時検査に要する時間を

算出した。 

    すなわち、日立市で本件原発から２３ｋｍ圏内から住民らが約

５万台の車両で避難を開始し、常磐自動車道を通って約１万５０

００台、国道６号線を通って約２万台、国道３４９号線を通って

約１万５０００台が避難し（それぞれの避難経路を通る車両台数

は避難退域時検査場所のレーン数に比例させた。）、それぞれメ

インの避難退域時検査場所に加えてサブの避難退域時検査場所で

避難退域時検査を受ける。 

    検査に要する時間は、常磐自動車道上の避難退域時検査で約１

３日間（１５０００台×６分÷５レーン＝３００時間（１２．５

日））、国道６号線上の避難退域時検査で約９日間（２００００

台×６分÷１０レーン＝２００時間（８．３日間））、国道３４

９号線上の避難退域時検査で約１３日間（１５０００台×６分÷
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５レーン＝３００時間（１２．５日間））もの長時間を要するこ

ととなった（下図参照）。 

 

（甲Ｇ４２５） 

 ２ 那珂市、ひたちなか市（一審被告がシミュレーションで汚染を想

定） 

   一審被告のシミュレーションに問題があることは、控訴審準備書

面（９）、同（１２）で述べたとおりであるが、仮に百歩譲って同シ

ミュレーションを前提としても、避難退域時検査には膨大な時間を

要し、住民らの避難を阻害することについて主張する。  

   特にここでは、最大でも１７万人の避難で収まると茨城県が喧伝

する根拠とされているシミュレーション結果に基づき、避難退域時

検査に長時間を要することを主張する。  

   なお、検査に要する時間は、宮城県の実証実験（甲Ｇ４０７）に

基づいて、汚染がない場合を仮定して１台６分で計算した。渋滞、

複合災害による道路の損壊・寸断は考慮していない。  
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  ⑴ 一審被告のシミュレーションによっても移転必要 

    一審被告のシミュレーションのうち、下図（甲Ｇ３５４・１１

頁の気象条件❷、風下：南西方面（水戸方面）の図）の結果をみ

ると、青色部分（毎時２０μ㏜（甲Ｇ３５４・８頁））が那珂

市、ひたちなか市を中心に広がっている。これが、茨城県が最大

でも１７万人の避難で収まると喧伝する根拠とされているシミュ

レーション結果である（甲Ｇ３６２、甲Ｇ３６３・１７頁。な

お、この結果には水戸市の市街地が含まれているにもかかわら

ず、茨城県による人数算定に水戸市民が含まれていない点は控訴

審準備書面（９）２０頁で指摘したとおり。）。 

  

（甲Ｇ３６６の２ 気象条件❷．風下：南西方面（水戸方面）） 

    一審被告のシミュレーションの青色部分（毎時２０μ㏜）を、

下地図では青色四角で示した。那珂市は赤色で縁取られている区

域で、ひたちなか市は青色で縁取られている区域である。 

https://drive.google.com/open?id=1RcZTrpS2apyhy875gdA0LDgF5ts3DbEN&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1_WDdQXr99Yl8S9dMJTEWFIkCTFXBhGrD&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=10hF91I4L80FVLHUhBHxz2lVPwMDALU3Q&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=132Dg0Notvm5t86-QsOC9BpZ7MlL-Ehx4&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４２６） 

    原子力災害対策指針では、毎時２０μ㏜が計測されてから１週

間程度以内に一時移転を実施することとされている（甲Ｇ４１

４・７０頁「ＯＩＬ２」）ことから、上図の青色四角枠の地域が

１週間程度以内に一時移転が必要な地域に該当する。 

    避難経路を加えると、下図のとおりである。 

https://drive.google.com/open?id=1V96NqPB31lbJLmSYyldyDJVGUZltKorG&usp=drive_fs


36 
 

 

（甲Ｇ４２６） 

  ⑵ 那珂市 

    那珂市では、下図の青色四角枠が上述の一審被告のシミュレー

ション結果の毎時２０μ㏜に相当する。神崎地区（緑色）、菅谷

地区（青色）、五台地区（赤色）である。 
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（甲Ｇ４２７） 

    これら３地区（ 神崎
か ん ざ き

地区、 菅谷
す が や

地区、 五
ご

台
だ い

地区）は、那珂

市の避難ガイドマップによると 筑西
ち く せ い

市へ避難することとされてい

る（下地図（甲Ｇ４２６））。 

 

（甲Ｇ４２６） 

https://drive.google.com/open?id=1CExoUHRjTUzU_huS4L_4npftFrs13bu_&usp=drive_fs
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    那珂市は、広域避難計画の策定が未了であり、避難経路は未定

である。 

    住民としては、一刻も早く放射性物質から離れるため、高速道

路（常磐自動車道）を使って避難すると考えられる。赤色円で囲

んだ地域（毎時２０μ㏜に相当）の人口３万３５８２人（甲Ｇ３

６２）が、車両約１万１２００台（３人が１台に同乗と仮定）で、

高速道路を通って筑西市へ向けて避難し、笠間パーキングエリア

（５レーン（甲Ｇ４２０））での避難退域時検査に９．３日間

（１万１２００台×６分÷５レーン＝２２４時間）も要する。 

 

 

（甲Ｇ４２６） 

  ⑶ ひたちなか市 

    ひたちなか市では、下図の青色四角枠が上述の一審被告のシミ

ュレーション結果の毎時２０μ㏜に相当する。 

https://drive.google.com/open?id=1_WDdQXr99Yl8S9dMJTEWFIkCTFXBhGrD&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1_WDdQXr99Yl8S9dMJTEWFIkCTFXBhGrD&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1OvSXUwVtI-civifJy1SSBD04O5JsKyYt&usp=drive_fs
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（甲Ｇ４２６） 

    ひたちなか市も、広域避難計画の策定が未了であり、避難経路

は未定である。 

    住民としては、一刻も早く放射性物質から離れるため、高速道

路（常磐自動車道）を使って、本件原発から離れる方向へ（本件

原発の南西方向）避難すると考えられる。赤色円で囲んだ地域

（毎時２０μ㏜に相当）の人口７万１６０９人（甲Ｇ３６２）が、

車両約２万３８００台（３人が１台に同乗と仮定）で、高速道路

を通って避難すると、友部サービスエリア（５レーン）での避難

退域時検査に１９.８日間（２万３８００台×６分÷５レーン＝４

７６時間）も要する。 

 ３ ＵＰＺ全域の住民が避難する場合 

   ＵＰＺ全域の住民が避難する場合に避難退域時検査に要する日数

を一審原告らが算定した結果が、下表（甲Ｇ４２８）である。 

https://drive.google.com/open?id=1_WDdQXr99Yl8S9dMJTEWFIkCTFXBhGrD&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ClrMn_gevUky540wonsWaucxWukZIU8y&usp=drive_fs


40 
 

              （甲Ｇ４２８） 

 

 検査に要する日数をみてみると、友部サービスエリアでは１８日

間、中郷サービスエリアでは２１日間、笠間マーキングエリアでは

２１日間など長期間を要する。 
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   たとえ１日であっても、車内でトイレも行けずに１日間も待機す

ることは不可能である。仮に一般的に飲まず食わずで過ごして生死

を分けるとされている７２時間（３日間）を基準にすると、全３９

箇所の避難退域時検査のうち３７箇所で検査に要する時間が７２時

間を超えている。 

   これだけの長期間にわたって車内でトイレも行けずに、飲食物も

不足する状況で、さらに長期間待つ間に風向きが変わりプルームが

襲ってくる可能性におびえながら、避難退域時検査の順番をひたす

ら待つことは不可能である。 

 

 ４ 小括 

  ⑴ 以上のとおり、一審被告のシミュレーション（日立方面への汚

染）で一時移転が必要と想定されている日立市の２３ｋｍ圏の住

民らが避難すると、メインの避難退域時検査場所だけを使う場

合、検査には２１日間もの長時間を要する。サブの避難退域時検

査場所を併せて使ったとしても、検査には９日間から１３日間も

の長時間を要する。車内で９日間から２１日間もの長期間を待機

することは不可能である。 

    また一審被告のシミュレーション（水戸方面への汚染）で一時

移転が必要と想定されている那珂市、ひたちなか市の住民らが避

難すると、約９日間から１９．８日間もの長時間を要する。車内

でこれほどの長期間を待機することは不可能である。 

    ＵＰＺ全域の住民が避難退域時検査を受ける場合、全３９箇所

の避難退域時検査のうち３７箇所で検査に要する時間が７２時間
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（３日間）を超えている。１日であっても、車内でトイレへも行

けずに避難退域時検査の順番を待ち続けることは不可能である。 

    今回の算出は、仮に一審被告が茨城県に提出した拡散シミュレ

ーションをもとにしており、風向きが変われば、ひたちなか市や

那珂市の市街地・人口密集地が避難・一時移転地域となり避難人

口はさらに増大する。しかも、避難バス・福祉車両等の避難手段

がすべて調達されており、かつ避難退域時検査を実施する人員も

すべて確保できているという前提で、原子力規制委員会・内閣府

が言う「一週間以内で避難・一時移転できる」にはほど遠いこと

を立証したものである。 

  ⑵ 今回の算出に際しては、渋滞も考慮していないし、複合災害に

よる避難経路の損壊・寸断も考慮していない。 

    これらは原発事故時には当然発生する事態であり、これらが発

生すれば本件避難計画はたちまち破綻する。 

  ⑶ また、原子力災害対策指針にいう一時移転は一週間程度以内に

行うとされているものの、日立市、ひたちなか市それぞれの住民

のみを対象として考えても、２倍、３倍もの日数を要する。那珂

市も一週間を超える期間を要する。つまり、原子力災害対策指針

のいう一時移転（一週間程度以内）、避難（数時間以内）を実現

することはできない。 

 

第７ 検査方法の問題 

 １ 検査方法 

   茨城県の「茨城県避難退域時検査及び簡易除染実施マニュアル」

は、避難退域時検査方法について、まずは①車両の検査を行い、そ
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の結果が基準値（４０，０００ｃｐｍ（β線））を超えた場合に、②

乗員の代表者の検査を行うと規定している。そして、③代表者がＯ

ＩＬ４（放射性物質の放出から 1 ヶ月以内では４０，０００cpm（β

線）、1 ヶ月後には１３，０００cpm（β線））を超える場合には、乗

員の全員に対して検査を行うと規定している。（甲Ｇ４２１・５頁） 

   そして、検査の結果、ＯＩＬ４を超える住民等、４０，０００cpm

（β線）を超える車両及び携行物品に対し、簡易除染（拭き取りや

着替えを基本とする）を行う。簡易除染によってもＯＩＬ４を超え

る住民等は、除染が行える機関等（原子力災害拠点病院等）で必要

な処置を行う。また、簡易除染によっても４０，０００cpm（β線）

以下にならない車両や携行物品は、汚染拡大防止の観点から検査場

所で一時保管などの措置を行う。（甲Ｇ４２１・５頁） 

 ２ 車両の検査によって人の検査に代えることの問題 

   「茨城県避難退域時検査及び簡易除染実施マニュアル」（甲Ｇ４

２１）は、上述のとおり、車両の検査によって基準値以下であるこ

とを確認できれば、人の検査を省略する旨を規定している。つま

り、車両の検査によって人の検査に代えている。 

   しかし、車両に乗車している人々が同じ場所で同じ行動をしてい

るとは限らず、各人によって放射性物質の付着・吸入の有無・程度

は異なる。例えば、避難に用いるバスがＵＰＺ外からＵＰＺ内へ派

遣された場合、ＵＰＺ外に所在したバスはＵＰＺ内の住民とは異な

り、放射線に暴露している可能性は小さい。そのようなバスの検査

によって、ＵＰＺ内の住民の検査に代えるのでは、各人の放射性物

質の付着・吸入の有無・程度は全く把握できず、放射性物質の付

着・吸入を全て見逃すことになる。 



44 
 

   この点について、内閣府は、令和３年（２０２１年）９月１５日

の「令和３年度避難退域時検査等における車両用ゲートモニタによ

る指定箇所検査のための測定マニュアルの作成業務試験結果打合

せ」において、 

   「住民が避難する際のバスは、ＵＰＺ外から来るため、汚染は少

なく、避難退域時検査時の検査は不要な場合も考えられる。」 

  と述べた（甲Ｇ４２９）。この内閣府の発言は、ＵＰＺ外から手配

されたバスは汚染が少ないのでそのバスに乗って避難するＵＰＺ内

住民らの避難退域時検査を実施しなくても済むという唖然とする内

容で、避難退域時検査の目的（内部被ばくの抑制及び皮膚被ばくの

低減、汚染の拡大防止、医療行為を円滑に行う（甲Ｇ４１４・２７

頁））に反している。この発言は、住民らの生命、身体の保護を蔑ろ

にする内閣府の立場を鮮明にするものである。 

   以上のとおり、車両の検査によって人の検査に代える方法では、

各人の放射性物質の付着・吸入の有無・程度が全く把握されず、放

射性物質の付着・吸入を見逃すことになり、避難退域時検査の目的

（甲Ｇ４１４・２７頁）に反し、人の生命、身体の保護（原子力災

害対策特別措置法１条）を蔑ろにするものである。 

 ３ 正確な検査のためには放射線量が低くなければならないが原発事

故時にそのような環境を確保できない 

⑴  ゲート型モニタ 

    車両検査の指定検査箇所の対象は、ワイパー部（フロントガラ

ス下部）とタイヤ側面（原則として全輪）と規定されている（甲

Ｇ４１５・２０頁）。 

https://drive.google.com/open?id=1OryBWRWL4x0Ra2meo8Ml5sdrkEsIAd6p&usp=drive_fs
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    タイヤ側面の検査は、ゲート型モニタを用いることとされてい

る（甲Ｇ４１５・２０頁）。 

    車両を検査するゲート型モニタの配置例は、次図のとおりであ

る（甲Ｇ４１６・「１．３．展開の手引き ～車両指定箇所検査場

～」１／２）。 

 

（甲Ｇ４１６・ 「１．３．展開の手引き ～車両指定箇所検査場～」１／

２） 

  ⑵ ゲート型モニタの性能 

    ゲート型モニタのうちガンマ・ポールは、バックグラウンド放

射線 9が０．１μ㏜／ｈ以下で機能するとされている（甲Ｇ４３

０・３頁「Ｔａｂｌｅ２－１ ガンマ・ポールの仕様」） 

 
9 バックグラウンド放射線とは、測定しようとする放射線以外からの放射線をい

う。（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 原子力基本用語集 「バックグ

ラウンド放射線」）

（https://www.jaea.go.jp/glossary/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%
E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E6%94%B

https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
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    また内閣府の「避難退域時検査等における資機材運用の手引

き」では、バックグラウンド計数率 10は、軽自動車、普通車の場

合０．４５μ㏜／ｈ、大型バス、中型バスの場合１．０３μ㏜／

ｈとされている（甲Ｇ４１６・「2.2.(3)運用の手引き〜車両指

定箇所検査班（ガンマ・ポール操作）〜」１／４）。 

    ０．１μ㏜／ｈ以下であるか、０．４５μ㏜／ｈ、１．０３μ

㏜／ｈであるか、いずれにせよ、これらを上限とする放射線量の

環境でなければ、ゲート型モニタが正しく放射線を測定できない

ことがわかる。 

    ところが、避難退域時検査場所が、本件原発から３０ｋｍ付近

に位置するとはいえ、プルーム（放射性物質を含んだ雲）が到達

し、高濃度に汚染されることは十分にあり得る。実際に、福島第

一原発事故時には、原発から４０㎞～５０㎞ほど離れていた飯舘

村（いいたてむら）にプルームが到達し高濃度に汚染された。２

０１１年３月１５日午後６時２０分頃、飯舘村では、毎時４４．

７μ㏜が計測された（甲Ｇ４３１・飯舘村発行「までいの心を綴

る」１００頁）。 

    飯舘村の全域は、２０１１年４月には計画的避難区域（１年間

の放射線量を積算すると２０ミリシーベルトに達する可能性があ

る地域）に指定され、住民ら全員が村を追い出された。原発事故

から６年経過して、ようやく村の一部を残して避難指示が解除さ

れた。現在でも一部の地域は、帰還困難区域（区域の出入り口に

バリケードが立てられ、許可なく立ち入ることができない。）に

指定されたままである。 

 
E%E5%B0%84%E7%B7%9A） 
10 バックグラウンド計数率とは、バックグラウンド放射線と同義。 

https://drive.google.com/open?id=1Apj9U8tCiLkFVUJCh0T43u5IeI4zv4M-&usp=drive_fs
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    さらに、福島第一原発事故によって、福島第一原発から約１１

２キロメートル離れた東海村において、３月１５日（プルーム通

過時）に５．１４μ㏜／時が観測されている（甲Ｇ４３８）。 

    つまり、ゲート型モニタが機能する放射線量は、原発事故時に

想定される放射線量よりも低い可能性が十分にあり、原発事故時

にゲート型モニタが機能しない事態が大いに生じうる。 

    なお、ゲート型モニタの技術的問題については、巻末補足資料

に詳述したとおりである。 

 ４ 正確な検査と迅速な避難は相反する 

  ⑴ 内閣府は、現在、上述のとおり、車両の検査によって人の検査

に代える方法を採用している。これは、迅速な避難を実現するた

めに、正確な検査を犠牲にしている。 

  ⑵ また内閣府は、以前、迅速な避難を実現しようと、車両用ゲー

ト型モニタによって車両検査を完了できるか、住民用ゲート型モ

ニタによって住民検査を完了できるかを模索したものの、頓挫し

た。 

    すなわち、国立研究開発法人日本原子力研究開発研究機構は、

令和３年（２０２１年）３月に内閣府からの受託研究として、

「その他放射線防護対策に係る調査研究の実施及び施策への反映

のための知見の整理」第二分冊（その２）をまとめた（甲Ｇ４３

２）。 

    同研究では、「避難退域時検査等において使用することが想定

される想定資機材の信頼性の評価」（甲Ｇ４３２・１頁）とし

て、多数の車両及び避難住民等に対する検査を行うことが想定さ

れる避難退域時検査で、現状では検査員によるＧＭ管式サーベイ

https://drive.google.com/open?id=1UICVHHFvwLJgyLuLYRnzzulQZIKf6JSi&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WBSebCdUL0w9RgyDUp33-1sI414W6wLt&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WBSebCdUL0w9RgyDUp33-1sI414W6wLt&usp=drive_fs
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メータ等の表面汚染測定器で検査することを基本としているもの

の効率的な検査を実施するため、車両用ゲート型モニタ、住民用

ゲート型モニタの性能試験を行った（甲Ｇ４３２・６頁）。 

    その結果、車両用ゲート型モニタでは、タイヤについて４００

００ｃｐｍ以上の汚染の検知はできるが、「ワイパー部は別に要

員よる測定が必要。」（甲Ｇ４３２・６５頁）と結論づけてい

る。つまり、車両の検査は、タイヤはゲート型モニタを通過する

ことで済ませられるものの、ワイパー部はゲート型モニタでは検

査できず、人の手による検査が必要であるということである。 

    住民用ゲート型モニタについては、「住民の避難退域時検査に

おいてＧＭ管式サーベイメータ等を使用した要員による検査と比

較して、住民用ゲート型モニタを使用して効率よく検査を行うこ

とは困難である。」（甲Ｇ４３２・６７頁）と結論づけている。

つまり、住民の検査は、ゲート型モニタではできず、従来どおり

人の手による検査が必要であるということである。 

    これを受けて、内閣府は、車両の検査についてはタイヤの検査

をゲート型モニタで行い、ワイパー部の検査を人の手で行うこと

とし（甲Ｇ４１５・２０頁）、また住民用ゲート型モニタの整備

を断念した（甲Ｇ４３３・２枚目）。 

    つまり、車両の検査も住民の検査も、人の手による検査が必要

であることは変わらず、検査の時間を短縮することはできなかっ

た。 

  ⑶ このように正確な検査を実現しようとすると検査に時間を要

し、迅速な避難をすることはできなくなる。他方、迅速な避難を

実現しようとすると、正確な検査をすることはできなくなる。避

https://drive.google.com/open?id=1RUhf5Wl78wbuGjwIy1dQ6ARi0BByoChY&usp=drive_fs
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難退域時検査は、正確な検査と迅速な避難という原子力災害特有

の矛盾を顕在化させている。 

    正確な検査、迅速な避難のいずれも、住民らの生命、身体を保

護するためには必要であり、いずれかを犠牲にすることはできな

い。これらが相反する避難退域時検査は、住民らの生命、身体の

保護をいずれの点からも妨げるものである。 

 ５ 小括 

   避難退域時検査の方法について、車両の検査によって人の検査に

代える方法では、各人の放射性物質の付着・吸入を見逃すことにな

り、避難退域時検査の目的に反し、人の生命、身体の保護（原子力

災害対策特別措置法１条）を蔑ろにすることになる。 

   また、車両のタイヤを検査するゲート型モニタが機能する放射線

量は、車両のタイヤを検査するゲート型モニタが機能する放射線の

許容上限値よりも高い可能性が十分にあり、原発事故時にゲート型

モニタが機能しない事態が大いに生じうる。 

   正確な検査、迅速な避難のいずれも、住民らの生命、身体を保護

するためには必要であり、いずれかを犠牲にすることはできない。

これらが相反する避難退域時検査は、住民らの生命、身体の保護を

いずれの点からも妨げるものである。 

 

第８ 結語 

  以上指摘したとおり、避難退域時検査には数々の問題があるとこ

ろ、このような状態で避難退域時検査を実施すれば、資機材・人員も

確保されていないため住民らは避難退域時検査を受けられず、放射性



50 
 

物質が付着・吸入したままの状態で避難先へ進むか、あるいは、避難

することを許されず足止めをされることになるだろう。 

  つまり、検査による被ばくの低減、除染・治療もできず、他方、迅

速に避難・一時移転をすることもできない。住民を被ばくから防護せ

ず、むしろ被ばくを強いる計画である。 

  根本的な問題は、本件原発が立地審査を経ずに人口密集地帯に立地

したことにある。原審は、福島第一原発事故の教訓から「深層防護の

第１から第５の防護レベルのいずれかが欠落し又は不十分な場合に

は，発電用原子炉施設が安全であるということはできず，周辺住民の

生命，身体が侵害される具体的危険があると解すべき」（原判決７２

３頁）という正しい判断枠組のもとで、第５の防護レベルである避難

計画を検討した結果、「本件発電所のＰＡＺ及びＵＰＺにおいて，原

子力災害対策指針の想定する段階的避難等の防護措置が実現可能な避

難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというにはほど遠

い状態にあるといわざるを得ず」「今後これを達成することも相当困

難と考えられる」（原判決７２９頁）と正しい判示をした。 

  一審判決後、茨城県や地元自治体が避難計画を策定しつつその実効

性を検証する中で、「実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制

が整えられているというにはほど遠い状態」であること、「今後これ

を達成することも相当困難」であることがいっそう具体的に明らかに

なってきている。 

  原審は、「深層防護の第５の防護レベルを達成するためには，設置

（変更）許可申請に係る４号要件の「発電用原子炉施設の位置が災害

の防止上支障がないこと」として，立地審査指針の原則的立地条件

⑶・基本的目標ｂ・指針２の，原子炉から一定の距離の範囲内は低人

口地帯であることを求める考え方を取り入れ，当該発電用原子炉施設
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の周辺が緊急事態における避難を困難ならしめる人口地帯となってい

ないかについても審査するほかはないと考えられる」、「放射性物質

が発電用原子炉施設周辺に異常に放出されるという緊急事態におい

て，数万ないし数十万人に及ぶ住民が一定の時間内に避難することは

それ自体相当に困難を伴うものである上，福島第一発電所事故からも

明らかなとおり原子力災害は，地震，津波等の自然災害に伴って発生

することも当然に想定されなければならず，人口密集地帯の原子力災

害における避難が容易ではないことは明らかであることに照らすと，

現行法による原子力災害防災対策をもってすれば，発電用原子炉施設

の周辺がいかに人口密集地帯であろうと，実効的な避難計画を策定し

深層防護の第５の防護レベルの措置を担保することができるといえる

のかについては疑問があるといわなければならない」（原判決７２１

頁）と判示し、立地審査では離隔（原発と人口帯の離隔）の審査がな

されていないことから、避難計画においては、人口密集地帯であるこ

とを考慮した計画となっているかが重要であると指摘する。 

  本件原発周辺は約９２万人もの全国一の人口を抱えている。ＵＰＺ

の一部の住民が避難するだけでも、数万人単位の大量の車両・人が移

動し、避難退域時検査に殺到する。この事態に対処するには、余ほど

綿密な計画が必要であるものの、現状は著しい過誤・欠落だらけであ

る。 

以上 



補足-1 

 

巻末 補足資料（ゲート型モニタの技術的問題） 

 

【１】内閣府が住民用ゲート型モニタおよびゲート型モニタを使った車両ワイパー部

の検査を断念した経緯 

 内閣府は避難退域時検査の効率化のために、令和２年、ゲート型モニタ（住民用、車

両用）の性能の調査研究を国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下 「ＪＡＥＡ」

という。）に研究委託した。 

 性能の調査研究の結果（甲Ｇ４３２及び甲Ｇ４３０）、 

① 「本調査の成果としては、…住民用ゲート型モニタを使用して効率よく検査を

行うことは困難である」（甲Ｇ４３２・６７頁） 

② 「タイヤ汚染は、検出器までの距離を１.０ｍ程度とすれば警報設定値を合わせ

ることで、４０,０００cpm 以上・未満の判定が可能となる。ただし、この時４

０，０００ｃｐｍのワイパー部は検知できなくなる。」「ワイパー部は別に要員

による測定が必要」（甲Ｇ４３２・６５頁） 

「同じ放射能の汚染を測定したときの汚染検知性能はタイヤ接地面汚染がワイ

パー部汚染よりも高いため、ＯＩＬ４基準値判定はタイヤ接地面とワイパー部

を同時に判定することは困難であることが示された」（甲Ｇ４３０・５３頁） 

③ 車両用ゲート型モニタは、「４０,０００cpm 相当で汚染した車両を５０％とい

った高い割合でＯＩＬ４以下と判定することは、基準値を超えて汚染した車両

を多く通過させる可能性が生じるため適切ではない」（甲Ｇ４３０・１９頁）。

「換算係数を調整すれば９０％まで上げられる可能性がある」ものの、逆に 「３

万 cpm相当の汚染でも３～８割程度」は発報してしまう （甲Ｇ４３０ ・５３頁） 

④ 「ＯＩＬ４の１か月後の値である１３,０００cpm 相当の汚染では車速５km/h 

のときの汚染検知率が０.６０％であり、１３,０００cpm基準の場合の使用は

難しい」（甲Ｇ４３０・５３頁） 

ことが報告された。 

 このＪＡＥＡ報告を受けて内閣府は令和３年４月２７日、関係道府県に 

① 車両用ゲート型モニタは「現状の機器ではごく軽微な汚染でも発報する可能性

が指摘されたことから、令和３年度の新規購入は見合わせるものとする」、 「令和

３年度の緊急時交付金の交付申請に当たっては、車両用ゲート型モニタは申請

しないこと」 

② 住民用ゲート型モニタは「避難退域時検査等の効率化に資することは困難と考

https://drive.google.com/open?id=1WBSebCdUL0w9RgyDUp33-1sI414W6wLt&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WBSebCdUL0w9RgyDUp33-1sI414W6wLt&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs


補足-2 

 

えられるため、令和 3 年以降の新規購入及び訓練等での使用は行わないことと

する。そのため令和 3 年度の緊急時交付金の交付申請に当たっては、住民用ゲ

ート型モニタは申請しないこと」 

と通知した（甲Ｇ４３３・２頁）。 

 

【２】車両用ゲート型モニタの技術的不合理性 

１．除染基準４０，０００cpmを越えていても２割の車両は発報せず通過してしまう

こと 

 内閣府は、ＪＡＥＡからの 「令和２年度 原子力防災研究事業（内閣府受託報告書）」

（甲Ｇ４３２）を受けて、住民用ゲートモニターと車輌用ゲート型モニターによるタイ

ヤ部とワイパー部の同時測定は断念したが、タイヤ部についてはゲート型モニタの「警

報設定値の調整」して「測定マニュアルの作成業務」を公益財団法人原子力安全研究協

会（以下、「原安協」という。）に委託した（甲Ｇ４３４・表紙裏）。 

原安協はゲート型モニタの警報設定値を変えたり、横置きにしたり（ガンマポール）

して工夫を凝らして「タイヤについて４０,０００cpm （β線）の汚染検出を確実に行い、

しかも４０,０００cpm 相当の汚染による偽警報を低減させる測定条件（警報設定値、

通過速度、バックグラウンド、車輌との距離）を決定し」、汚染検知の実証試験を行っ

て 「本実証試験に基づき、自治体で使用可能な「条件設定マニュアル」を策定した」 「 （甲

Ｇ４３４・２頁）。 

  「このマニュアルを利用することによって、避難退域時検査等を実施する現場におい

て、自治体職員が適切かつ簡便に設定できることとなり、各自治体とも共通に、「避難

退域時検査等マニュアル」に沿った、ゲートモニタの運用及び適切な汚染判定ができる

ことが期待される」とした。（同甲Ｇ４３４・２頁） 

 内閣府は「本事業の報告を参考に、内閣府において運用マニュアルを作成する」とし

（甲Ｇ４２９ 令和３年９月１５日議事録）、翌令和５年４月に「避難退域時検査等にお

ける資機材の展開と運用の手引き」をホームページに公開した（甲Ｇ４１６） 

 

しかし、以下述べる通り、「適切な汚染判定ができる」とは言い難い。 

https://drive.google.com/open?id=1RUhf5Wl78wbuGjwIy1dQ6ARi0BByoChY&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dc2gmd7wDbpzulm9RlYWE6zKQFepFqSZ&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1OryBWRWL4x0Ra2meo8Ml5sdrkEsIAd6p&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yNpFv7IzaJTDV9DXPvnwrw4pUpQMVpTz&usp=drive_fs


補足-3 

 

それは、下記令和３年９月１５日の原安協と内閣府、ゲート型モニタ開発企業との打

合せ議事録における、内閣府との会話に端的に示されている。 

（甲Ｇ４２９ 令和３年９月１５日 打合せ議事録） 

 さらに、ゲートを通過する車の速度によって検出率が落ちてしまうことも報告されて

いる（甲Ｇ４３４・４０頁） 

（表１：甲Ｇ４３４・４０頁 赤字は一審原告らによる。） 

このデータによれば、 「指定通過速度５km/h」に対して、時速６kmで通過してしまっ

た場合、４０，０００cpmの発報率は８０．５％、すなわち、約２割が発報せずに通過

させてしまう。時速１０kmで通過してしまった場合は発報率２５．５％で、これは汚染

基準を超えた７割以上の車両が通過してしまうことを示している。 

 この点について、内閣府、原安協、ゲート型モニタ開発企業の打合せで、次の議論が

行われている。 

・ 「車速は５km/hで走向させるのは難しいと思われる。 （内閣府）」 （甲Ｇ４２９ ・令和３

年９月１５日議事録） 

・ 「車速は５km/hを維持しなければならないが、訓練の様子を見る限り、もっと速度が

出ていたと思う。どのように指導をすれば５km/h を維持できるかノウハウがあれば、

教えて欲しい（内閣府）」（甲Ｇ４３５・令和３年１１月１６日議事録） 

 

Ｃ４０ｋ（注：４０,０００cpm）で８０％ということは、４０,０００cpmを超えて

いても、２０％は通過するということか。（内閣府） 

→そのとおりである。（原安協） 

https://drive.google.com/open?id=1OryBWRWL4x0Ra2meo8Ml5sdrkEsIAd6p&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dc2gmd7wDbpzulm9RlYWE6zKQFepFqSZ&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=14TXlP6_Ql07y4TdVCiWKGN8C5QVK8Z-D&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1OryBWRWL4x0Ra2meo8Ml5sdrkEsIAd6p&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=16xPe1CYFJRg7sEyq37M5e_HhxxafVSb-&usp=drive_fs


補足-4 

 

 逆に、４０，０００cpm以下で発報してしまう 「疑 （偽）警報」が問題となっている。

内閣府と原安協との打合せでは次のような議論が行われた。 

・ 「バスの測定については、タイヤから測定器の距離が近くなるため、疑警報の割合が

高くなる」（原安協） 

・ 「自治体に説明するには難しい内容であるため、どのように説明すればよいと考える

か（内閣府）」 

「→マニュアル部分の設定方法の説明だけで良いのではないか（原安協）」 

・ 「自治体側への説明の際に注意しなければならないのは、…軽自動車の場合は警報が

鳴る割合が８０％程度になる場合があることくらいではないか（内閣府）」 

（以上、甲Ｇ４３６・令和３年１１月１日議事録） 

・ 「バスについては２０,０００cpm でも警報が鳴る可能性が高いが・・・バスでは警報

が鳴る可能性があると伝えておけば良い（内閣府）」 

（甲Ｇ４３６・令和 3年 11月 16日議事録） 

 

 なお、ＪＡＥＡが指摘していた 「ＯＩＬ４の１か月後の値である１３,０００cpm 相

当の汚染では車速５km/h のときの汚染検知率が０.６０％であり、１３,０００cpm 基

準の場合の使用は難しい」（甲Ｇ４３０・５３頁）ことに対しては、何の検討もされて

おらず、内閣府「運用の手引き」（甲Ｇ４１６）にも記載はない。 

 

２．空間線量率が高い場所での車両用ゲート型モニタは使用困難となること 

 検査基準 ・簡易除染基準は表面汚染のベータ線 （β線）測定による計数率が基準とな

っている（甲Ｇ４１４・７０頁、ＯＩＬ４ 初期設定値「β線：４０,０００cpm」）。 

 避難退域時検査で、住民の被ばく・汚染レベルを判定するためのゲート型モニタによ

るタイヤ部の検査は、ガンマ線（γ線）を測定する「Ｎａｉシンチレーションカウンタ

ー」が使われている。ガンマ線（γ線）を測定してＯＩＬ４基準であるベータ線（β線）

に換算している。 

ガンマ線（γ線）測定は、表面線源のベータ線（β線）の計数率を計測する 「ＧＭ計

数管」と異なり、表面汚染だけでなく周囲の環境 （バックグラウンド）のガンマ線（γ

線）を拾ってしまい、バックグラウンド （環境の空間線量率）のガンマ線（γ線）レベ

ルが高いと、表面汚染のレベルを正確に測れなくなる。 

https://drive.google.com/open?id=1YoOTcbakBdsWfTnm_1eICktWrjOcKc3k&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yNpFv7IzaJTDV9DXPvnwrw4pUpQMVpTz&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1wrjYdGhmqCs5SanOPyQY-v_5UaLRB7Wk&usp=drive_fs


補足-5 

 

 そのため、車輌用ゲート型モニタのメーカー仕様の使用環境のバックグラウンド （Ｂ

Ｇ）は「０.１μSv/h以下」という条件が示されていた（甲Ｇ４３０・３頁）。 

ＪＡＥＡは、この点を次のように指摘している。 

「車両用ゲート型モニタは、その検出部が大容量のプラスチックシンチレータであるた

め周辺環境からの自然放射線（γ線）を検知しやすい。すなわち、対象とする汚染から

得られる計数率がＢＧに対して相対的に小さくなりやすく、正味計数率がＢＧのゆらぎ

の範囲に隠れる可能性がある」「汚染等による高いＢＧ環境（以下「高ＢＧ環境」とい

う）下では、平常時の自然ＢＧ環境下よりも、正味計数率が検知しにくくなる。」 

そして下記のデータを示して 「高バックグラウンド環境試験の結果、・・・車速５ km/h 

のとき、空間放射線量率０.１ μSv/h では汚染検知率が７８ %であるが、０.５μSv/h 

のときでは０.２９％にまで下がることがわかった」とされた。 

 

バックグラウンドの線量率が０.５μSv/h以上では検査はほぼ無理である。 

こうしたことから、メーカーは仕様で使用できる環境条件「０.１μSv/h）」を指定

していたのであり、この使用条件を越えて、警報設定値を操作することで検査しよう

とすることには無理がある。 

 

そもそも放射線の測定は、核の壊変が確率的現象であることからその測定値の分布

は確率分布（正規分布）を示し、１回の測定値をもって一意に線源の放射線量を決め

ることは困難であることから必ず測定値に誤差（±）を付して幅をもって記載する。 

加えて、線種（α線、β線、γ線）によって性質が異なり、上記に示したようにＯ

ＩＬ４が表面汚染密度のベータ線（β線）の計測器のカウント数を基準としているに

もかかわらず、ガンマ線（γ線）測定を測定することでは周囲の環境放射能の影響を

受けてしまい、さらに不確かとなる。 

（表２：ＪＡＥＡ 甲Ｇ４３０・５３頁 赤枠は一審原告らによる） 

https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs


補足-6 

 

バックグラウンド測定値も正規分布で、ゲートモニタでの測定値からバックグラウン

ドを差し引いた「正味値」も正規分布であり、これらの裾野が重なりあうときに、ＯＩ

Ｌ４の４０，０００cpm基準値を越えるか否かの判定はむずかしい。 

従って、「ＯＩＬ４の４０，０００cpm基準値」の被ばくの健康影響上の合理性は措く

としても、仮に 「めやす」であるとするならば、測定値の不確かさから保守的な判定を

しなければならない。従って、線源が４０，０００cpm であっても１～２割が基準値以

下としてスルーしてしまうゲート型モニターをもって住民の表面汚染を判定するのは

合理性に欠ける。 

 

しかし内閣府は、「発報設定値を調整することで」乗り切ることを決め、バックグラ

ウンド限度を下記のように「軽自動車・普通車の場合 ０.４５μSv/h、バスの場合１.

０３μSv/h」として、車輌用ゲート型モニターを使うこととした。 

 

「発報設定値」を都度操作したり、ポールを横置きにしたりと工夫したにせよ、メー

カー仕様の「０.１μSv/ｈ以下」の使用条件に比して、たいへん大きい上限値である。 

（図１：甲Ｇ４１６・「2.2.(3)運用の手引き〜車両指定

箇所検査班（ガンマ・ポール操作）〜」１／４） 下線は

一審原告らによる） 

https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs


補足-7 

 

内閣府が「上限」としたバックグラウンドにおける 「発報割合」の原安協のデータを

下記に示す。 

 

 このデータでは、平常時の空間線量率（０.０５６μSv/h）の時でも、４０,０００cpm

の発報率は８９.４％である（すなわち約１０％強がスルーしてしまう）。 

バックグラウンドが０.４５６μSv/hでは 「８５.７％」である（約１４％はスルーす

る）。（ＪＡＥＡのデータ（０.２μSv/h で６９％、０.３μSv/h で３５％）よりは良く

なっている）。 

他方、バックグラウンドが０.４５６μSv/h まで上がると、２０,０００cpm の汚染

（Ｃ２０ｋ）でも２割弱（１８.８３％）が「偽発報」してしまうことから、検査業務

は効率化どころか、余計な確認作業が必要とされることとなる。 

 

表３：バックグラウンドに対応した発報割合の試験データ（甲Ｇ４３４・３９

頁）。「相当線量率」がバックグラウンドのレベル、「各汚染レベルでの発報割

合」における「Ｃ４０発報」とは４０,０００cpmの汚染源で発報する割合。下

線および赤丸は一審原告らによる。 

※東海第二原発での避難退域時検査に使うために茨城

県が購入し、訓練で使用している車輌用ゲート型モニ

タは「ガンマポール」（千代田テクノル製）であり、

訓練でも内閣府の指示に従って「横置き」としている

（令和 4 年 12 月常陸大宮市避難訓練 右写真）ことか

ら、ガンマポール（横置き）のデータを引用した。 

https://drive.google.com/open?id=1dc2gmd7wDbpzulm9RlYWE6zKQFepFqSZ&usp=drive_fs


補足-8 

 

内閣府は、このような性能を承知の上で、令和４年１月１７日、関係道府県に対して 

と通知し（甲Ｇ４３７）、翌令和５年４月ＨＰに公開された「避難退域時検査等におけ

る資機材の展開と運用の手引き」（甲Ｇ４１６）において、下記のようなゲート型モニ

タを使用できる上限と、バックグラウンドに対応した警報設定値を指定した。 

 

原子力災害を想定するときに、プルームが通過した場合は風速・風向によって広範囲

に空間線量率が上昇することは福島第一原発事故の教訓である。福島第一原発事故での

住民体表面汚染検査は、バックグラウンドが高すぎて、当時の除染基準であった１３,

０００cpm （原子力安全委員会）では現場での測定が困難とされて１００,０００cpm基

準に引き上げられてしまった。 

 

 

「車両用ゲートモニタについては、「令和 3 年度避難退域時検査等における車両

用ゲートモニタによる指定箇所検査のための測定マニュアルの作成業務」におい

て、適切に設定することにより 40,000cpm （β線）の検出が可能となることが確

認されました。そのため、今後、緊急時交付金の交付申請に当たっては、車両用

ゲートモニタの申請を認めることとします」 

 

表４：甲Ｇ４１６・「2.2.(3)運用の手引き〜車両指定箇所検査班

（ガンマ・ポール操作）〜」１／４、２／４ 

https://drive.google.com/open?id=1Ak_DhYhCnDAJb4F5kbH-qN9n6BsWexbU&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs


補足-9 

 

福島第一原発事故では、３月１５日の放出及びその５日後の３月２１日と２度にわた

るプルーム通過によって２００km 圏で空間線量率は大きく上昇した。３０数キロ付近

の飯館村の状況はすでに本文で述べられているが、１１２km も離れた東海村での空間

線量率のピークは２０１１年３月１５日午前７時過ぎに「５.１４μSv/h」に上昇し、

原子力災害対策措置法にもとづく１０条通報がされている（甲Ｇ４３８）。さらに、そ

の５日後の３月２０日には東海村でも２度目のプルームが通過して空間線量率が「２.

３μSv/h」を越えている（甲Ｇ４３９）。 

しかし内閣府は車輌用ゲート型モニタのバックグラウンドの使用限度を「軽自動車・

普通車の場合 ０.４５μSv/h以下、バスの場合１.０３μSv/h以下」としている。 

福島第一原発事故を教訓とするならば、３０km 付近の避難退域時検査所において、

プルーム通過後の乾性沈着または降雨による湿性沈着によって高線量下にあることも

想定されなければならないし、検査中に２度目、３度目のプルーム通過に襲われてバッ

クグラウンド空間線量率が大きく跳ね上がることも想定される。 

内閣府「避難退域時検査等における資機材の展開と運用の手引き」では、「ゲートモ

ニタのバックグラウンド計数率を超えた場合は、ゲートモニタの使用を中止し、表面汚

染検査用測定器によるタイヤ部の測定に切り替える」（甲Ｇ４１６・「2.2.(3)運用の手

引き〜車両指定箇所検査班（ガンマ・ポール操作）〜」４／４））とするが、今まさに

車輌も人も刻々と汚染される状況が進行している最中に、避難退域時検査所に留め置い

て、住民や車輌の表面汚染レベルを特定することは相当困難であり、住民の被ばく回避

（避難）の方が優先されなければならない。 

 

（福島第一原発事故時の住民表面汚染検査の様子） 

https://drive.google.com/open?id=1UICVHHFvwLJgyLuLYRnzzulQZIKf6JSi&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=121P12QewkoEN8YI4ujgAK9NrlCBq-Fwx&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TGZEHXgHYXPZ8bTNzplI6spJDlOStPFd&usp=drive_fs


補足-10 

 

３．まとめ 

 発報率（見逃しや偽警報）の問題、バックグラウンドの限度、車幅の違いによる偽発

報は技術的に解決できておらず、車輌用ゲート型モニタを使って「４０,０００cpm （β

線）の検出が可能となることが確認されました」（内閣府）と言うには無理がある。 

 車輌ワイパー部をＧＭ計測管でガンマ線（γ線）を測定してるから良いではないかと

の考えもあるが、ベータ線測定のＧＭ管の計数率と、ガンマ線測定のゲート型モニタの

計数率のどちらが高いのかは俄には判定できないので、再度タイヤ部をＧＭ管で測定し

なければならない。そもそもこのような車輌汚染検査をもってＯＩＬ４の目的である住

民の体表面汚染の判定に代えること自体に合理性がない。 

 運用上も、内閣府の 「避難退域時検査等における資機材の展開と運用の手引き」では、

軽自動車・普通車とバスと車幅の違い、そしてバックグラウンドを測定した上で「警報

設定値」をいちいち設定し直さないといけない運用となり、それでも見逃しがあったり、

基準値以下でも偽発報があって確認しなおさなければならないなど、実用性があるとも

言い難い。 

 

除染基準である４０,０００cpm を見逃す率が１割～２割ある車輌ゲート型モニタを

使って、それを住民の体表面汚染 ・簡易除染の判定とすることには技術的合理性がない。 

この技術的な問題を周知することなく運用を指示する内閣府も、住民の被ばく回避・

簡易除染を目的とする避難退域時検査の趣旨を逸脱している。 

また、軽・普通とバスの車幅の区別の上にバックグラウンドに応じた警報設定を都度

やらなければならないことや偽警報による煩雑な作業が発生することから、検査の効率

化、検査時間の短縮、住民の避難・一次移転の迅速化につながるとはとても考えられな

い。 

 

 以 上 
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一審原告  大石 光伸 外 
一審被告  日本原子力発電株式会社 

 

証拠説明書 

（甲Ｇ４１４～甲Ｇ４３９号証） 
 

２０２５（令和７）年４月２５日 
 
東京高等裁判所  
第２２民事部ハに係 御中 

                  一審原告ら訴訟代理人 
 

弁護士   河  合   弘  之  

外 

 
 

号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲Ｇ４１４ 原子力災害対策指

針（写し） 

原子力規

制委員会 

令和６年９

月１１日 

原子力災害対策指針（令和６年９月１１

日改定）の内容。 

甲G４１５ 原子力災害時にお

ける避難退域時検

査及び簡易除染マ

ニュアル（写し） 

内閣府

（原子力

防災担

当） 

原子力規

制庁 

令和４年９

月２８日 

内閣府（原子力防災担当）、原子力規

制庁作成の避難退域時及び簡易除染マ

ニュアルの内容。 

甲G４１６ 避難退域時検査等

における資機材の

展開及び運用の手

引き（令和４年５月）

（写し） 

内閣府 令和４年５

月 

内閣府作成の避難退域時検査等の資

機材の展開及び運用の手引きの内容。 

甲G４１７ 熊取六人組と批判

的科学 

（写し） 

小出裕章 ２０１６年１１

月１１日 

放射線管理区域での放射線の厳格な

管理状況。 

甲G４１８ 原子力施設におけ

る放射線作業管理

について 

（写し） 

国立研究

開発法人

日本原子

力研究開

発機構核

燃料サイ

クル工学

２０１５年９月

10日 

放射線管理区域内の防護装備（東海再

処理施設の例）。 

https://drive.google.com/open?id=1wrjYdGhmqCs5SanOPyQY-v_5UaLRB7Wk&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ZySp32LSuf68xpzEN1YBC1_orbwpxk0k&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yNpFv7IzaJTDV9DXPvnwrw4pUpQMVpTz&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1UIrhs3Ca2XVTNcyjcTPk4UrHSmUbatBz&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=17y_ncwrDOqAoxwzslwzyiXU1Mdb_Mzby&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

研究所 

百瀬琢麿 

甲Ｇ４１９ 原子力災害時にお

ける避難退域時検

査と除染基準に関

する調査と考察 

（写し） 

（ 抜粋 ：表紙、目

次、２０頁、２１頁） 

国立研究

開発法人

日本原子

力研究開

発機構 

２０２４年３月 日本原子力研究開発機構の報告書で

は、 

「①福島第一原発事故当初に用いられ

たＯＩＬ４＝１３，０００ｃｐｍという基準は、ど

のような科学的基準に基づき導出された

のか？ 

②現行の基準であるＯＩＬ４＝４０，０００ｃｐ

ｍという値は、福島第一原発事故の経験

等をどのように反映させたのか？ 

③ＯＩＬ４＝４０，０００ｃｐｍという単一の基準

によって、上記のⅰ）～ⅳ）の目的 をすべ

て達成することができるのか？ 

上記の検討課題に関する系統的かつ

詳細な説明や記述は、原子力規制委員

会や内閣府（原子力防災担当）といった原

子力防災の所掌府庁から公表・刊行され

ている公式文書には見受けられない。ま

た、原子力防災や被ばく線量評価の専門

家でさえも経緯や導出方法など全体に亘

って詳細に説明できる人はほとんどいない

ことを認識した。」 

と報告されていること（２０頁、２１頁）。 

甲Ｇ４２０ 茨城県ホームペー

ジ 

「避難退域時検査

について」 

（写し） 

茨城県 ２０２４年３月

２９日 

茨城県が予定する避難退域時検査の

対象、避難退域時検査の場所、レーン数

など。 

甲Ｇ４２１ 「茨城県避難退域

時検査及び簡易除

染実施マニュアル」 

（写し） 

茨城県 令和５年８

月 

茨城県の避難退域時検査及び簡易除

染実施マニュアルの内容。 

甲Ｇ４２２ 避難退域時検査所 

開設・運用  標準

必要要員数 

（写し） 

一審原告

大石 

2025年４月 避難退域時検査所の開設・運用の要員

数について、内閣府の想定と茨城県の想

定を比較すると、茨城県の想定する１会場

辺り１レーンで３４名以上という要員数は、

国の標準とする４４名に１０名も足りず、し

かも３交代制も想定していない要員数であ

る。全国で随一の人口９６万人もの住民が

居住する東海第二原発の避難退域時検

査の要因数としては大幅に不足している

上、原発事故時に２４時間体制で機能す

る状態にはないこと。 

https://drive.google.com/open?id=1L6ZvtwEGRvk7XHuddLfRR9LPCv6RLfV9&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1OvSXUwVtI-civifJy1SSBD04O5JsKyYt&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fmjxwcMidiZRPVkuKlQOG7pBy3OFF7J2&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=16er7T27WubYwQFeHND12lnVw92q5euXf&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲G４２３ 避難退域時検査所

運用必要要員数 

（写し） 

一審原告

大石 

2025年４月 ＵＰＺ全域の住民が避難してメインの検

査場所とサブの検査場所を用いて避難退

域時検査を受ける場合の要員数を算出す

ると、全部で１万３６５０名が必要になるこ

と。 

甲Ｇ４２４ 避難経路図 

UPZ広域避難ガイ

ドマップ 

（写し） 

茨城県 令和６年９

月２６日 

日立市のＵＰＺ（２０地区）の住民らは、３

つの経路（沿岸部を走る国道６号、常磐自

動車道（高速道路）、山間部を走る国道３

４９号線）で避難し、その避難経路上にあ

る避難退域時検査場所（３０ｋｍ付近）で避

難退域時検査を受けることとされているこ

となど。 

甲G４２５ 原電拡散シミュレー

ションⅡ（日立方

面）にもとづき23ｋ

ｍ付近まで一時移

転の場合の、避難

退域時検査所要日

数 

（写し） 

一審原告

大石 

2025年４月 一審原告らによる、日立市の住民が避

難退域時検査に要する時間などの算出結

果など。 

甲G４２６ 一審被告のシミュレ

ーションⅡ南勢方

面（水戸方面）によ

って汚染される範

囲（那珂市、ひたち

なか市） 

（写し） 

一審原告

大石 

2025年４月 一審被告のシミュレーションによって汚

染される範囲（那珂市、ひたちなか市）、那

珂市、ひたちなか市の避難経路、避難退

域時検査場所、避難退域時検査に要する

時間など。 

甲G４２７ 那珂市自治体エリ

ア図 

那珂市 

（赤色円と

青色四角

は一審原

告） 

2025 年 3 月

那珂市ＨＰ

よりダウンロ

ード 

一審被告のシミュレーションによって汚

染される那珂市でＯＩＬ２（２０μＳｖ/ｈ以上）

となる地域が、神崎地区、菅谷地区、五台

地区となること。 

甲Ｇ４２８ 避難退域時検査所

各方面ごとの検査

に必要な日数 

（写し） 

一審原告

大石 

 ＵＰＺ全域の住民が避難する場合に避

難退域時検査に要する日数を一審原告ら

が算定したところ、友部サービスエリアで

は１８日間、中郷サービスエリアでは２１日

間、笠間マーキングエリアでは２１日間な

ど長期間を要する。 

たとえ１日であっても、車内でトイレも行

けずに１日間も待機することは不可能であ

る。仮に一般的に飲まず食わずで過ごし

て生死を分けるとされている７２時間（３日

間）を基準にすると、全３９箇所の避難退

域時検査のうち３７箇所で検査に要する時

https://drive.google.com/open?id=1MDNEt7hi41Hnj-1k3WqgG6bZtzAQmsi2&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1SO82mQe1Q0l_VirUmtMQ0UMpRHI8A7Li&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1kbyXzE1E5uRHQz5HYbTxmBHFVia5hUtj&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1V96NqPB31lbJLmSYyldyDJVGUZltKorG&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1CExoUHRjTUzU_huS4L_4npftFrs13bu_&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ClrMn_gevUky540wonsWaucxWukZIU8y&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

間が７２時間を超えていること。 

甲Ｇ４２９ 「令和３年度避難退

域時検査等におけ

る車両用ゲートモ

ニタによる指定箇

所検査のための測

定マニュアルの作

成業務試験結果打

合せ（内閣府）議事

録」 

 

（写し） 

公益財団

法人原子

力安全研

究協会 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和３年９

月１５日 

内閣府が、令和３年（２０２１年）９月１５日

の「令和３年度避難退域時検査等におけ

る車両用ゲートモニタによる指定箇所検査

のための測定マニュアルの作成業務試験

結果打合せ」において、 

  「住民が避難する際のバスは、ＵＰＺ外

から来るため、汚染は少なく、避難退域時

検査時の検査は不要な場合も考えられ

る。」 

と述べたこと。 

この発言は、ＵＰＺ外から手配されたバ

スに乗って避難するＵＰＺ内住民らの避難

退域時検査を実施しないという唖然とする

内容であること。 

甲G４３０ 原子力災害時の車

両汚染検査におけ

るゲート型モニタ活

用に向けた性能調

査試験（受託研究） 

 

（写し） 

 

（ 抜粋 ：表紙、目

次、１～５頁、１９

頁、５３、５４頁） 

国立研究

開発法人

日本原子

力研究開

発機構 

（マーカー

部分は一

審原告） 

２０２２年７月 ゲート型モニタの性能試験の内容、結

果。具体的には、次の点が報告されてい

る。 

・ゲート型モニタのうちガンマ・ポールは、

バックグラウンド放射線 が０．１μ㏜／ｈ以

下で機能するとされていること（３頁） 

・ＯＩＬ４基準値判定はタイヤ接地面とワイ

パー部を同時に判定することは困難であ

ることが示されたこと（５３頁） 

・車両用ゲート型モニタは、メーカー仕様

のままでは、４万cpmを越えていても５０％

が発報せずに通過させてしまうことが判明

し、換算係数を調整すれば９０％まで上げ

られる可能性があると報告した。他方逆に

３万cpm相当の汚染でも３～８割が発報し

てしまうこと（５３頁） 

・ＯＩＬ４の１か月後の値である１３,０００cpm

相当の汚染では車速５km/h のときの汚

染検知率が０.６０％であり、１３,０００cpm基

準の場合の使用は難しいことが示されたこ

と（５３頁） 

・高バックグラウンド環境試験の結果、・・・

車速５ km/h のとき、空間放射線量率０.１ 

μSv/h では汚染検知率が７８ %である

が、０.５μSv/h のときでは０.２９％にまで

下がることがわかったこと（５３頁） 

https://drive.google.com/open?id=1OryBWRWL4x0Ra2meo8Ml5sdrkEsIAd6p&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Uo-ZHq1mBQMwdqZoaOHKFDS6sPWv74jm&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲G４３１ 東日本大震災及び

東京電力福島第一

原子力発電所事故

被災の記録（第三

版）「までいの心を

綴る」 

（写し） 

（抜粋：表紙、１００

頁、奥付） 

飯舘村 平成３０年３

月３０日 

２０１１年３月１５日午後６時２０分頃、飯

舘村では、毎時４４．７μ㏜が計測されたこ

と（１００頁）。 

甲G４３２ 令和２年度原子力

防災研究事業（内

閣府受託報告書） 

「その他放射線防

護対策に係る調査

研究の実施及び施

策への反映のため

の知見の整理」第

二分冊（その２）」 

（写し） 

 

（ 抜粋 ：表紙、目

次、１～６頁、６４～

６７頁） 

国立研究

開発法人

日本原子

力研究開

発機構 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和３年３

月 

ゲート型モニタの性能の研究報告書の

内容。 

車両用ゲート型モニタでは、タイヤにつ

いて４００００ｃｐｍ以上の汚染の検知はでき

るが、「ワイパー部は別に要員よる測定が

必要。」であること（７頁） 

住民用ゲート型モニタについては、「住

民の避難退域時検査においてＧＭ管式サ

ーベイメータ等を使用した要員による検査

と比較して、住民用ゲート型モニタを使用

して効率よく検査を行うことは困難であ

る。」こと（８頁） 

甲Ｇ４３３ 「令和３年度におけ

る避難退域時検査

等の資機材整備に

ついて」（写し） 

内閣府政

策統括官

（原子力

防災担

当）付 

参事官

（総括担

当） 

参事官

（企画・国

際担当） 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和３年４

月２７日 

内閣府は、原子力研究開発研究機構

による研究報告（「原子力災害時の車両汚

染検査におけるゲート型モニタ活用に向

けた性能調査試験（受託研究）」、「その他

放射線防護対策に係る調査研究の実施

及び施策への反映のための知見の整理」

第二分冊（その２）」）を受けて、令和３年４

月２７日、関係道府県に、 

①車両用ゲート型モニタは「現状の機器で

はごく軽微な汚染でも発報する可能性が

指摘されたことから、令和３年度の新規購

入は見合わせるものとする」、「令和３年度

の緊急時交付金の交付申請に当たって

は、車両用ゲート型モニタは申請しないこ

と」 

②住民用ゲート型モニタは「避難退域時

検査等の効率化に資することは困難と考

えられるため、令和3年以降の新規購入及

び訓練等での使用は行わないこととする。

そのため令和3 年度の緊急時交付金の

交付申請に当たっては、住民用ゲート型

https://drive.google.com/open?id=1Apj9U8tCiLkFVUJCh0T43u5IeI4zv4M-&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WBSebCdUL0w9RgyDUp33-1sI414W6wLt&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1RUhf5Wl78wbuGjwIy1dQ6ARi0BByoChY&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

モニタは申請しないこと」 

と通知したこと。 

甲G４３４ 「令和３年度避難退

域時検査等におけ

る車両用ゲートモ

ニタによる指定箇

所検査のための測

定マニュアルの作

成業務 報告書」 

 

（写し） 

（抜粋：表紙、表紙

裏、目次、１頁、２

頁、３８～４０頁） 

公益財団

法人原子

力安全研

究協会 

令和３年１１

月 

車両用ゲートモニタによる指定箇所検

査のための測定マニュアルの作成業務報

告書の内容。 

この報告書によると、指定通過速度５

km/h」に対して、時速６kmで通過してしま

った場合、４０，０００cpmの発報率は８０．５

％、なわち約２割が発報せずに通過させ

てしまう。時速１０kmで通過してしまった場

合は発報率２５．５％で、これは汚染基準

を超えた７割以上の車両が通過してしまう

こと。 

甲G４３５ 「令和３年度避難退

域時検査等におけ

る車両用ゲートモ

ニタによる指定箇

所検査のための測

定マニュアルの作

成業務  車両ゲー

トモニタに係る内閣

府からの説明会（内

閣府）議事録」 

（写し） 

公益財団

法人原子

力安全研

究協会 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和３年１１

月１６日 

内閣府が、次の内容を発言していること

など。 

「車速は５km/hを維持しなければならな

いが、訓練の様子を見る限り、もっと速度

が出ていたと思う。どのように指導をすれ

ば５km/hを維持できるかノウハウがあれ

ば、教えて欲しい（内閣府）」 

「バスについては20,000cpmでも警報が

鳴る可能性が高いが・・・バスでは警報が

鳴る可能性があると伝えておけば良い（内

閣府）」 

甲Ｇ４３６ 「令和３年度避難退

域時検査等におけ

る車両用ゲートモ

ニタによる指定箇

所検査のための測

定マニュアルの作

成業務  実機検証

結果報告打合せ

（内閣府）議事録」 

（写し） 

公益財団

法人原子

力安全研

究協会 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和３年１１

月１日 

内閣府が、「自治体側への説明の際に

注意しなければならないのは、…軽自動

車の場合は警報が鳴る割合が80％程度

になる場合があることくらいではないか（内

閣府）」と発言していることなど。 

 

甲Ｇ４３７ 今後の避難退域時

検査等の資機材整

備について 

内閣府政

策統括官 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和４年１

月１７日 

内閣府は、令和３年４月の事務連絡で

車輌用ゲートモニタの新規購入を見合わ

せるよう連絡したが、「今般車輌用ゲートモ

ニタの適切な設定方法に関する検討結果

がまとまり」、「適切に設定することにより

40,000cpm（β線）の検出が可能となること

が確認されました」ので、今後緊急交付金

の交付申請に当たっては、車輌用ゲート

https://drive.google.com/open?id=1dc2gmd7wDbpzulm9RlYWE6zKQFepFqSZ&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=16xPe1CYFJRg7sEyq37M5e_HhxxafVSb-&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1YoOTcbakBdsWfTnm_1eICktWrjOcKc3k&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1Ak_DhYhCnDAJb4F5kbH-qN9n6BsWexbU&usp=drive_fs
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

モニタの申請を認めることとします」という

通知を関係道府県に通知したこと。 

内閣府は「仮にUPZ内全域でOILを超

過し、UPZ内の全住民が一時移転等の対

象となったとしても１週間程度で検査する

こともできることを想定」しているとするが、

甲G４２８で示す通り、避難退域時検査に

最大２１日を要する。 

また、内閣府は1週間程度で検査をする

こともできる試算として、茨城県において

は３９会場中、１６会場分の資機材数を備

えることを明示しているが、令和７年３月時

点で茨城県が備えているゲート型モニタ

は２台である。 

甲G４３８ 第１０条通報 

（写し） 

独立行政

法人日本

原子力研

究開発機

構 東海

研究開発

センター 

核燃料サ

イクル工

学研究所 

原子力防

災管理者 

市村敏夫 

平成２３年３

月１５日 

福島第一原発事故によって、福島第一

原発から約１１２キロメートル離れた東海村

において、３月１５日（プルーム通過時）に

５．１４μ㏜／時が観測されたことなど。 

甲G４３９ 茨城県の放射線量

の状況について（３

月15日）（固定観測

局・東海村） 

茨城県 

（マーカー

部分は一

審原告） 

令和５年３

月 茨 城 県

HP 

放射線テレ

メータ・イン

ターネット表

示局よりダウ

ンロード 

福島第一原発から１１２ｋｍ離れた東海

村では、上記甲G４３８の通り、３月１５日に

第１回目のプルームが通過し、その６日後

の３月２１日（事故から１０日後）に２回目の

プルームが通過して、空間線量率が２.３

μSv/ｈを記録している。避難退域時検査

における車輌用ゲート型モニタの使用限

界とされる０.２４μＳｖ/ｈ、１.０３μＳｖ/ｈを

はるかに越えていること。 

UPZに避難・一時移転指示が出て住民

が避難を開始して避難退域時検査を受け

ている最中に再度放出が起き、プルーム

が通過して検査不能となる事態が想定さ

れること。 

 

https://drive.google.com/open?id=1UICVHHFvwLJgyLuLYRnzzulQZIKf6JSi&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=121P12QewkoEN8YI4ujgAK9NrlCBq-Fwx&usp=drive_fs
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